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埋蔵文化財の発掘調査までの概略

事業者による事業の計画

埋蔵文化財包蔵地の確認

　 ↓
↓

※社会教育課文化財保護担当へ
　窓口またはＦＡＸにてお問い合わせください。

↓ ↓

…

※土木工事などに着手する60日前までに社会教育課
　文化財保護担当へ直接提出してください。

※包蔵地外

２．埋蔵文化財確認調査の提出書類の項
からダウンロードできます。開発へ

包蔵地内

埋蔵文化財確認調査の書類を提出

↓   ↓ ↓
Ａ 調査不要 Ｂ 工事立会 Ｃ 試掘調査

  ↓   ↓ ↓
↓

  ↓ ↓  ↓

開発へ

開発へ

終　了 遺構・遺物なし

開発へ

遺構・遺物あり

事業者と協議
↓

↓

 ↓

 ↓  ↓

 ↓

※包蔵地外であっても、500㎡以上の開発、または包蔵地に隣接する
　箇所は、試掘調査を実施する場合があります。

Ａ 調査不要とは？　対象地域が過去に調査を行っている場合です。

Ｂ 工事立会とは？　工事中に担当者が埋蔵文化財の確認を行います。

Ｃ 試掘調査とは？　重機を用いて、対象地域内の複数箇所を溝状に掘削し、遺構の有無を確認します。
　　　　　　　　　 調査期間は、面積によって１日～１週間程度かかります。

Ｄ 発掘調査とは？　文化財保護法に基づき、記録保存目的のための遺構の調査を適正に行いま
　　　　　　　　　 す。調査期間は、面積・遺構の密度によって数週間～１年以上かかる場合
                           があります。

※盛土や建物位置の変更など
　によって、遺構・遺物に影
　響がなければ、発掘調査を
　する必要はありません。

開 発 へ

開 発 へ

終　了

Ｄ 発掘調査

保存不可能保 存 可 能


